
福祉サービス第三者評価決定要領 

１ 趣旨 

この要領は、福祉サービス第三者評価決定委員会設置要綱に基づく第三者評価決定の方法等について定め

るものとする。 

２ 第三者評価決定の手続 

  評価決定に至るまでの手続は、次の各号の順序による。 

（1） 第三者評価決定委員会（以下、「委員会」という。）合議体を構成する委員に第三者評価原案を送付

（概ね委員会の1週間前） 

（2） 委員会合議体を構成する委員による第三者評価原案の事前検討 

（3） 委員会合議体における第三者評価の審査、決定 

３ 委員会合議体の審査 

委員会合議体の審査は、評価調査者の出席を得て、次の各号の順序により進める。 

（1） 第三者評価決定に関する確認事項を聴き取ること。 

（2） 評価調査者から第三者評価原案の報告を受けること。 

（3） 評価決定に関する確認事項及び第三者評価原案が適切と判断したときは、第三者評価を決定すること。 

（4） （3）の場合、委員会合議体は第三者評価原案を修正して第三者評価を決定できる。 

（5） 第三者評価決定に関する確認事項及び第三者評価原案が不十分と判断したときは、決定を保留し、再調 

査すべき事項を決定すること。 

（6） 再調査を行ったときは、再調査結果を審査して第三者評価を決定すること。 

４ 第三者評価決定に関する確認事項 

（1） 評価調査者の適格性の確認 

評価調査者の所属、役職、資格、職歴、研修受講の履歴等を基に評価調査者の適格性を確認すると共に、

受審事業所との特別な関係の有無について確認すること。 

（2） 評価調査過程の確認 

受審事業所からの自己評価報告書及び確認書面の提出から、評価調査者による第三者評価原案の作成に

至るまでの過程が適切であったかどうかを確認すること。 

（3） 訪問調査の実施状況の確認 

訪問調査が適切に実施されたかを確認すること。 

５ 第三者評価決定書及び第三者評価報告書 

委員会が第三者評価を決定したときは、福祉サービス第三者評価決定書（様式１）を事業者に通知すると

共に、公表に同意したときは証明書（様式３）を発行するものとする。公表に同意しない場合は、福祉サービ

ス第三者評価報告書（様式２）として通知するものとする。 

 



（附 則） 

この要領は、平成１４年１月４日から施行する。 

この要領は、平成１５年５月２９から施行する。 

この要領は、平成１７年１２月５日から施行する。 

 

 


